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  平成２９年第８回大分市教育委員会会議録 

 

１ 日時      平成２９年８月３０日（水) 午後３時４５分から午後４時５５分 

２ 場所     大分市役所議会棟３階 第５委員会室 

３ 出席者    教育長    三浦  享二 

         一番委員   古城  一 

         二番委員   生野  誉士 

         三番委員   大久保 眞理子 

         四番委員   上杉  美穂子 

         五番委員   古城  和敬   

４ 出席事務局職員 

  教育部長      増田  真由美   教育部教育監     佐藤  雅昭 

  教育部次長     河野  和広    次長兼学校教育課長  御手洗 功 

次長兼学校施設課長 池辺  誠     教育総務課長     清水  昭男 

体育保健課長    西川  幸宏    社会教育課長     安藤  裕二 

文化財課長     沖田  光宏    美術振興課長     長田  弘通            

  教育センター参事  御手洗 宏昭    教育総務課参事    岡本  隆憲  

５ 書記 

教育総務課参事   水田  美幸    教育総務課主査    谷矢  啓良   

教育総務課指導主事 三嶋  みどり 

６ 傍聴人   なし 

７ 議題 

（１）議案審議 

（教議第４６号）平成２９年度９月補正予算について 

（教議第４７号）平成２８年度決算について 

（教議第４８号）大分市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の 

一部改正について                

（教議第４９号）大分市情報学習センター条例施行規則の一部改正について    

（２）報告事項                                     

①大分市教育ビジョン２０１７推進事業「大分市の教育を考えるシンポジウム    

～つなぎ・つながる教育を目指して～」の開催について 

②大分市立竹中中学校における小規模特認校の試行的実施の延長について 

③新電力の導入について 

④「第１回ＦＵＮＡＩジュニア検定」の結果について 

⑤大分市海部古墳資料館の指定管理予定者の選定について 
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⑥旧荷揚町小学校校舎＆黒板アート見学会について 

⑦大在東部地区への学校施設の早期建設を求める要望書について 

⑧平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果について 

８ 会議の概要 

教育長      ただいまより、平成２９年第８回大分市教育委員会を開会いたします。   

（午後３時４５分 開会） 

教育長      会議に先立ち署名委員を２番委員、３番委員にお願いします。 

それでは、ただいまより議案審議に入ります。 

教議第４６号「平成２９年度９月補正予算について」を議題といた

します。 

事務局、説明をお願いします。 

教育総務課長   教議第４６号「平成２９年度９月補正予算について」ご説明申し上げ

ます。 

        本年度の教育費の補正前の額は、１４１億５，２２０万７千円でござ

いますが、今回の補正額は、２，９００万円の増で、補正後の額は、

１４１億８，１２０万７千円でございます。 

このうち、子どもすこやか部所管に係る幼稚園費及び市民部所管に

係る公民館費を除く教育委員会所管分の補正額につきましては、右側

の表のとおり、補正後の額は、１２４億５，１４２万８千円でござい

ます。 

それでは補正予算の概要についてご説明いたします。はじめに、１

０款２項 小学校費 ２目 教育振興費のうち、就学援助事業につきまし

て、今年度から中学校１年生を対象にした新入学学用品費の入学前支

給を行うこととしたところでございますが、小学校入学時の児童につ

いても同様に入学前の３月に支給するための経費を計上するものでご

ざいます。 

次に、債務負担行為の設定についてでございます。 

「野津原地区３小学校統合に伴う通学支援事業」につきまして、平

成３０年４月の野津原地区３小学校の統合に伴い、遠距離通学となる

児童に対して通学支援を行うため、本年度中に契約締結を行う必要が

あることから、平成２９年度から３５年度までの間、６，０００万円

の債務負担行為を設定するものでございます。 

次に、債務負担行為の変更についてでございます。 

「新大友氏遺跡体験学習館借上料」につきまして、大友氏館跡内に

平成３０年８月から新大友氏遺跡体験学習館を設置するため、本年度
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中に契約締結を行う必要があることから、平成２９年度から平成３５

年度までの間、６，５００万円の債務負担行為を設定しているところ

でございますが、国民文化祭の開催に合わせ、日本文化体験ゾーンや

バリアフリーに対応したトイレの充実など、施設機能のさらなる拡充

を図る必要が生じたことから、９，３６０万円に債務負担行為の限度

額を変更するものでございます。  

以上のことにつきまして、本委員会でご決定いただき、ご決定の上

は、第３回市議会定例会にて、審議・決定をいただこうとするもので

ございます。 

以上でございます。  

教育長      ご質問などありませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは採決いたします。教議第４６号は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

全委員      （異議なしとの声） 

教育長      ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

教育長      それでは次に、教議第４７号「平成２８年度決算について」を議題と

いたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教育総務課長   教議第４７号「平成２８年度決算について」ご説明申し上げます。 

平成２８年度の教育費のうち、教育委員会所管分の最終予算額は、２

７年度から２８年度への繰越し分を含めまして、一番上の段の左側にな

りますが、１９３億１，８６０万４，０００円でございます。これに対

しまして、決算額はその右側の「支出済額 計」と表示しております１

８１億８，５３３万１，７３３円でございます。また、その右側になり

ますが、翌年度繰越額は、５億７，４０６万５，０００円でございます。 

それでは、項目ごとに、ご説明いたします。決算につきましては、説

明項目が多く時間が掛かりますことから、まず第１項の教育総務費から

第４項の幼稚園費までをご説明し、ご質問等があればお受けいたします。

質疑応答が終わりましたら、残りの第５項の社会教育費から第６項の保

健体育費までのご説明を行い、全体を通してのご質問をお受けいたした

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

第１項の教育総務費から、順に主なものにつきまして、ご説明申し上

げます。 

始めに、１目の委員会費でございます。予算額は、９１２万９千円で、
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決算額は、８４０万４，９９３円となっております。この主な内容は、

平成２８年度から１名増員し、計５名となった教育委員さんの報酬及び

事務費でございます。２８年度中の教育委員会の開催状況は右側の表の

とおり、定期・臨時併せ１６回の教育委員会を開催し、９５件の議案に

ついて審議をいただいたところでございます。 

２目：事務局費でございますが、予算額は、１７億２，１６２万円で、

決算額は、１６億４，２１９万９，７６３円となっております。主な内

容は、事務局職員の人件費、奨学助成事業等に要する経費でございます。 

「教科指導マイスター派遣事業」につきましては、平成２８年度新規

事業でございますが、退職教員を教科指導員として中学校に派遣し、数

学科・理科・英語科における教員の授業力の向上により、生徒の学力の

定着・向上を図ったところでございます。 

「未来自分創造資金」につきましては、高校進学を目指す市内の中学

３年生を対象に、高校入学支度金１０万円を支給するとともに、進級時

及び卒業時に各５万円を一時金として支給するもので、２８年度は、中

学３年生２０名に高校入学支度金として１０万円を支給し、高校１年生

１０名に一時金として５万円を支給し、高校２年生４名に一時金として

５万円を支給したところでございます。 

３目：教育指導費でございます。予算額は、４億３，３４６万６千円

で、決算額は３億９，７９０万９，７２９円となっております。主な内

容は、小中学校における教育環境の充実や児童生徒の学力向上のための

事業、生徒指導関係事業、人権等啓発活動に係る経費でございます。 

中段にございます「特別支援等教育活動サポート事業」につきまして

は、２７年度と比較しまして９名増員した配置を行い、きめ細かな教育

に取り組んだところでございます。 

「大分っ子学習力向上推進事業」につきましては、非常勤講師を配置

し、個別指導や習熟度別指導を実施するとともに、複式学級のある小学

校において、学年別や課題別の指導を行うなど対応を行ってきたところ

でございます。「学校図書館活性化事業」につきましては、５０名の学

校図書館支援員を配置し、読書活動の推進に取り組んだところでござい

ます。 

「いじめ・不登校等未然防止対策事業」につきましては、ｈｙｐｅｒ

‐ＱＵ検査を小学校１８校、中学校１０校において実施し、児童生徒の

状況や学級の課題を客観的に把握し、いじめや不登校等の未然防止を図

ったところでございます。次に、「大分市小中一貫教育推進事業」につ
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きましては、賀来小中学校を施設併設型小中一貫教育校とし、小中一貫

教育モデル校区として１０中学校区を指定し、引き続き取り組んでいる

ところでございます。 

４目：教育センター費でございますが、予算額は、５億５，１４１万

１千円で、決算額は５億３，６９９万３，５７２円となっております。

主な内容は、教育センターの維持管理経費、教職員研修、情報教育環境

整備、教育相談・特別支援教育事業に要する経費でございます。 

「教育相談・特別支援教育推進事業」について、中段にございます

「スクールソーシャルワーカー活用事業」についてですが、スクールソ

ーシャルワーカーを１０名増員し、計１５名体制のもと、児童生徒の置

かれた様々な環境に働きかけを行い、その改善に向けた支援を行うとと

もに、学校への助言を通して、不登校の解消と未然防止に向けた取組を

行ったところでございます。２８年度は、問題対応件数３，２７３件の

うち、好転件数は１，７８４件、好転率は５４．５％となっております。 

「教職員サポート事業」でございますが、教育に関する様々な情報を

発信するとともに、教職員の授業力や実践的指導力の向上を図るため、

本市の優れた教職員の実践の動画や、指導技術の向上に資する授業のワ

ンポイント指導を編集した動画等を公開するポータルサイトの充実を図

ったところでございます。 

「新校務用ネットワークシステム整備事業」でございますが、平成２

２年度に導入したシステムの更新にあたり、データの一元管理や校務支

援システムの導入による校務の効率化等を推進するもので、平成２９年

４月からの運用に向けて、年度内に契約締結する必要があるため、債務

負担を設定したところでございます。 

次に、５目：教育施設整備費でございますが、予算額は、１，８２１

万６千円で、決算額は１，３５３万３，５５０円となっております。こ

れは、小中学校空調設備整備事業に要する経費でございますが、小中学

校の普通教室等に空調機を整備する方法として、設置後の維持管理を含

めた一体的な契約となるＰＦＩ手法の導入可能性調査や、設計施工期間

の短縮のための図面データ化を行ったところでございます。 

第２項：小学校費、１目：学校管理費でございます。予算額は、２３

億１，９２７万９千円で、決算額は２２億２，２８４万１，６８２円と

なっております。主なものは、職員の人件費並びに小学校の管理・運営

費及び営繕等の施設整備に要する経費でございます。営繕費につきまし

ては、小学校全体で３億４，０２０万２千円となっております。 
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２７年度繰越明許の２８年度実施額につきましては、平成２８年度当

初予算に計上する予定でありました春日町小学校トイレ改修工事につき

まして、国の補正予算に対応するための措置として、平成２７年度３月

補正に予算を前倒しして計上したものを、平成２８年度へと繰越したも

のでございます。また、下段にございます２８年度繰越明許の２９年度

への繰越額につきましては、国の補正予算に対応するため、豊府小学校

のトイレ改修事業に要する経費について、平成２８年度３月補正に予算

を前倒しして計上したものを、平成２９年度へと繰越したものでござい

ます。 

２目：教育振興費でございますが、予算額は、３億４，１２３万円で、

決算額は３億３，５９４万８，５７６円となっております。その主なも

のは、日本スポーツ振興センター負担金と、要保護及び準要保護児童援

助費でございます。 

３目：学校建設費でございます。予算額は、３４億５，７０７万１千

円で、決算額は３２億３，８９７万６，６７５円となっております。学

校建設事業の内訳としましては、碩田中学校区新設校施設整備事業では

校舎等建設工事等、大在小学校施設整備事業ではグラウンド整備工事等、

こうざき小学校プール改築事業ではプール改築工事等が主な支出内容と

なっております。 

次に、２７年度繰越明許の２８年度実施額につきましては、平成２８

年度当初予算に計上する予定でありました碩田中学校区新設校施設整備

事業及び大在小学校施設整備事業につきまして、国の補正予算に対応す

るための措置として、平成２７年度３月補正に予算を前倒しして計上し

たものを、平成２８年度へと繰越したものでございます。 

また、２８年度繰越明許の２９年度への繰越額につきましては、碩田

中学校区新設校施設整備事業のうち、小グラウンド整備工事及び太陽光

発電設備工事に係る経費について、国庫補助内示に伴い、予算を前倒し

して計上したものを平成２９年度へと繰越したものでございます。 

第３項：中学校費、１目：学校管理費でございます。予算額は、１２

億７，７９６万４千円で、決算額は１１億８，６３１万３，８０３円と

なっております。その主なものは職員の人件費並びに、中学校の管理・

運営費及び営繕等の施設整備に要する経費でございます。営繕費につき

ましては、中ほどに掲載しておりますが、中学校全体で２億５，６４５

万９千円となっております。 

２７年度繰越明許の２８年度への繰越額につきましては、国の補正予
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算に伴う対応として、稙田西中学校のトイレ改修工事及びエレベーター

設置工事に要する経費について予算を前倒しして計上したものを平成２

８年度へと繰越したものでございます。 

２８年度繰越明許の２９年度への繰越額につきましては、国の補正予

算に伴う対応として、王子中学校のトイレ改修工事及び戸次中学校の公

共下水道整備に要する経費について予算を前倒しして計上したものを平

成２９年度へと繰越したものでございます。 

２目：教育振興費でございますが、予算額は、３億１，０９１万６千

円で、決算額は、３億７０６万３，５７７円となっております。その主

なものは、小学校費と同様に、日本スポーツ振興センター負担金と、要

保護及び準要保護生徒援助費でございます。 

３目：学校建設費でございますが、予算額は、２２億７，４７０万円

で、決算額は、２２億６，０４０万７，０８９円となっております。学

校建設事業の内訳としましては、碩田中学校区新設校施設整備事業の校

舎等新築工事及び仮設教室借上料等、大在中学校施設整備事業のグラウ

ンド整備工事等が主な支出内容となっております。 

次に、２８年度繰越明許の２９年度への繰越額につきましては、平成

２９年度当初予算に計上する予定でありました碩田中学校区新設校施設

整備事業のうち、太陽光発電設備工事に要する経費について、国庫補助

内示に伴い、予算を前倒しして計上したものを平成２９年度へと繰越し

たものでございます。 

第４項：幼稚園費につきましては、教育総務課計上の人件費及び体育

保健課計上の幼稚園保健事業を除き、子どもすこやか部の所管でござい

ます。 

以上で第１項 教育総務費から第４項 幼稚園費までの説明を終わりま

す。 

ここで、一度説明を中断し、ご質問等があればお答えいたします。 

教育長      ご質問等はございませんか。 

全委員     （なしとの声） 

教育長      質問がないようですので、引き続き事務局の説明をお願いします。 

教育総務課長   それでは、引き続き第５項より、説明させていただきます。 

第５項：社会教育費、１目：社会教育総務費でございますが、予算

額は、１億７，３７６万４千円で、決算額は１億６，４９０万１，８

９８円となっております。 

主な経費としましては、職員等の人件費、並びに陶芸楽習館管理運
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営事業、成人記念集会事業などでございます。 

新規事業の「おおいたナイトスクール事業」につきましては、さま

ざまな理由で中学校で十分学べなかった人、生涯学習として中学校程

度の学習内容を学び直したい人などを対象に、学習の機会を提供する

ものでございますが、平成２８年度は、稙田公民館と鶴崎公民館の２

会場で、国語、英語、ふるさと知ろう科の３教科を実施したところで

ございます。 

「ＯＩＴＡこども＋３推進事業」につきましては、日岡小学校区に

おいて、放課後の児童を対象とした居場所づくりを行うモデル事業を

実施したところでございますが、得られた成果と課題について、放課

後や週末等に様々な体験活動等の機会を提供する「おおいたふれあい

学びの広場推進事業」に活用いたします。 

２目：文化財保護費でございますが、予算額は、２１億７，４１５

万５千円で、決算額は１９億１，３４０万８，４４２円となっており

ます。その主なものは、職員の人件費、史跡等管理費、大友氏遺跡保

存整備事業及び埋蔵文化財発掘調査受託事業などにかかる経費でござ

います。 

「県指定史跡『府内城宗門櫓』復元公開活用事業」につきましては、

府内城宗門櫓は、構造材の腐食等毀損が激しく、大規模修理の必要性

が生じているため、半解体修理を実施し、修復過程の公開や修復後の

一般公開を通じて活用を図るものでございます。平成２８年度は、埋

蔵文化財確認調査及び半解体修理に係る実施設計等を行ったところで

ございます。 

「市指定有形文化財『帆足本家酒造蔵』耐震対策事業」につきまし

ては、地震の影響により内部見学等を一部制限している帆足本家酒造

蔵において、地盤強度を測る地質調査を実施し、耐震基礎診断に着手

したところでございます。 

「公有財産購入費」をご覧ください。大友氏遺跡事業用地購入費は、

９億３，６６８万７千円となっております。 

また、その下の大友氏遺跡事業に伴う移転補償は、２９件で４億８，

１１２万６千円となっております。 

「大友氏遺跡歴史公園整備事業」につきましては、史跡大友氏遺跡

整備基本計画（第１期）に基づき、大友氏遺跡を歴史公園として整備

し、公開・活用するものでございますが、平成２８年度は、大友氏館

跡庭園整備を行うための基本設計を実施したところでございます。 
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「おおいたのキリシタン・南蛮文化遺産活用・発信プロジェクト」

でございますが、キリシタン・南蛮文化遺産を広く PRするために、協

議会を構成する７市町によるスタンプラリーの実施や、日本遺産の申

請を行ったところでございます。 

次に、２８年度繰越明許の２８年度への繰越額につきましては、大

友氏遺跡保存整備事業にかかる建物移転補償費において、移転及び建

物解体に不測の日数を要し、年度内の移転完了が困難になったため、

繰り越したものでございます。また、キリシタン・南蛮文化遺産活用

推進事業につきましては、国の補正予算に対応するため、予算を前倒

しして計上したものを平成２８年度へと繰り越したものでございます。 

次に、２８年度繰越明許の２９年度への繰越額につきましては、文化

財保護一般事業のうち、大分県及び大分市の補助対象である県指定有形

文化財について、保存修理の内容確認に不測の日数を要し、年度内の事

業完了が困難となったため、２９年度に繰り越したものでございます。 

併せて、帆足本家酒造蔵の耐震基礎診断及び耐震補強計画作成業務委

託に係る経費について、工期が次年度に及ぶため、２９年度に繰り越し

たものでございます。また、大友氏遺跡保存整備事業につきましては、

建物等の移転に不測の日数を要し、年度内の移転完了が困難となったた

め、２９年度に繰り越したものでございます。 

３目：エスペランサ・コレジオ費でございますが、予算額は、４，２

４４万４千円、決算額は４，０４３万６，３１７円となっております。

内訳としましては、職員等の人件費及び各種教室実施にかかる経費のほ

か、茶室屋根外改修工事に要する経費が主なものでございます。 

５目：青少年費でございますが、予算額は９７０万４千円で、決算額

は８１１万１，６４２円となっております。主なものは、補導員活動報

償費をはじめとする青少年の健全育成にかかる経費でございます。 

６目：少年自然の家費でございますが、予算額は、２億２７万１千円

で、決算額は１億９，０８５万３，４５１円となっております。主なも

のは、職員等の人件費及び管理運営費等にかかる経費でございますが、

中段の工事請負費につきましては、法面対策工事等を実施したところで

ございます。 

７目：情報学習センター費でございますが、予算額は、４，０２３万

２千円で、決算額は４，０１６万７７１円となっております。主なもの

は、指定管理業務委託料でございます。 

８目：歴史資料館費でございますが、予算額は、１億１，６９３万４
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千円で、決算額は１億１，２８３万７，４０３円となっております。職

員等の人件費及び施設の維持管理並びに特別展・テーマ展や各種講座に

かかる経費が主なものでございます。 

９目：市民図書館費でございます。予算額は、３億１，７０４万８千

円で、決算額は３億１，４０９万２，８２８円となっております。職員

の人件費及び窓口業務委託料、施設の管理運営費、図書等の購入費並び

に各種事業実施に伴う経費が主なものとなっております。 

１０目：美術館費でございますが、予算額４億７，２６８万９千円で、

決算額は３億８，４０８万２，２５６円となっております。職員の人件

費及び施設の維持管理、美術品の購入費並びに各種事業実施に伴う経費

が主なものとなっております。２８年度の観覧者数につきましては、利

用状況の表のとおりでございますが、特別展の「片岡鶴太郎展」や「チ

ームラボアイランド」「ミュシャ展」など、多くの方にご観覧いただい

たところでございます。 

「まちなかアートフルロード推進事業」につきましては、まちなかに

アートによる賑わいを創出するため、県立美術館との共通優待券の発行

や、まちなかアートイベントを巡るツアーを行ったほか、市民参加型の

「まちなかアート遊園地」や、ＬＥＤで光る風船を夜空に浮かべるイン

スタレーション等のアートイベントを開催したところでございます。 

次に、２８年度繰越明許の２９年度への繰越額につきましては、美術

館空調設備更新事業において、空調機器の特殊性から、工期を延長する

必要が生じ、年度内の事業完了が困難となったため、２９年度に繰り越

したものでございます。 

１１目：アートプラザ費でございますが、予算額は、８，０８４万２

千円で、決算額は７，８００万２７７円となっております。主なものは、

指定管理業務委託料でございます。 

１２目：海星館費でございますが、予算額は、２，７１５万３千円で、

決算額は２，７１５万２，４０４円となっております。主なものは、指

定管理業務委託料でございます。 

１３目：いまいち山荘費でございますが、予算額は、９８６万７千円

で、決算額は７７１万２，６３８円となっております。施設の管理委託

と維持経費が主なものでございます。なお、平成２８年度末で、いまい

ち山荘は閉所したところでございます。 

次に、第６項：保健体育費、１目：保健体育総務費でございますが、

予算額は、１億９，４８３万４千円で、決算額は１億９，１０５万３，



11 

１４７円となっております。職員等の人件費及び事務費が主なものでご

ざいます。 

２目：体育振興費でございますが、予算額は、１億２，１８７万５千

円で、決算額は９，７９３万４，８２１円となっております。体育指導

及び体育振興にかかる経費のほか、学校体育振興事業として各種大会派

遣の補助が主なものでございます。 

「運動部活動総合活性化事業」につきましては、運動部活動外部指導

者人材バンクの設置や、外部指導者に対する研修の実施及びトップアス

リートによる実技講習等を開催したところでございます。 

「大分っ子体力アップわくわく事業」につきましては、専門的知識を

持った人材の活用により、陸上・器械運動サポート教室として小学校２

５校、体つくり運動サポート教室として、小学校１３校、中学校８校に

おいて、体育の授業の充実を図ったところでございます。 

３目：学校保健費でございますが、予算額は、７，６１４万８千円で、

決算額は６，９８４万７１３円となっております。児童生徒に対する健

康診断に要する経費が主なものでございます。 

８目：学校給食共同調理場費でございますが、予算額は、５億９，９

４７万７千円で、決算額は５億６，２９４万４，６２５円となっており

ます。主なものは、東部共同調理場及び西部共同調理場の給食調理業務

等の委託料でございます。 

９目：学校給食費でございます。予算額は１億２，０７８万４千円で、

決算額は１億１，５３０万１，４８２円となっております。主なものは、

給食調理場の管理運営にかかる経費でございます。 

以上で５項の社会教育費及び６項の保健体育費の説明を終わります。 

ただ今、ご説明いたしました決算内容につきまして、本委員会でご決

定をいただき、ご決定の上は、来月開会予定の第３回市議会定例会にて、

審議・決定をいただこうとするものでございます。 

以上でございます。 

教育長      ご質問などありませんか。 

委員       教育センターのポータルサイトの動画は見ることができるでしょうか。 

教育センター参事 ＩＤとパスワードをお渡しすると見ることができます。 

教育長      授業の達人であるベテラン教員の授業の動画をどの学校の教員も見る

ことができるようになっております。 

委員       アクセス数も確認することができますか。 

教育センター参事 確認することができるようになっております。現在、１人の教員が年
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間３回見ることを指標としております。 

教育長      他にご質問はございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは採決いたします。教議第４７号は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

全委員     （異議なしとの声） 

教育長      ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。教育長      

それでは次に、教議第４８号「大分市立学校における学校運営協議会の

設置等に関する規則の一部改正について」を議題といたします。 

         事務局、説明をお願いします。 

次長兼      教議第４８号「大分市立学校における学校運営協議会の設置等に関す    

学校教育課長  る規則の一部改正について」ご説明申し上げます。    

         国におきまして、子どもをめぐる教育課題が複雑化・困難化する中、

地域住民との連携・協働を含めた学校運営の改善を図ることにより、学

校の機能強化を一体的に推進するため、学校運営協議会いわゆる「コミ

ュニティ・スクール」の設置の努力義務化等の措置を講じた「地方教育

行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正が本年４月１日から施行

されました。 

本件は、国の法改正に伴い、「大分市立学校における学校運営協議

会の設置等に関する規則」について、所要の改正を行おうとするもの

でございます。 

主な変更点といたしましては、「協議会を設置する学校を指定する

ことができる」現行の規定から、「地域の実情に応じて設置するもの

とする」規定への改正や、「２つ以上の学校の運営に関し相互に密接

な連携を図る必要があると認める場合は、１つの協議会を設置するこ

とができる」規定の追加でございます。 

また、協議会が意見を述べることができる職員の採用等に関する事

項について、「学校運営の基本方針の実現に資する事項及び教育上の

課題に関する事項に限り、任命権者に対して意見を述べることができ

る」規定への改正でございます。 

以上でございます。        

教育長      ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは採決いたします。教議第４８号は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 
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全委員     （異議なしとの声） 

教育長      ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。教育長      

それでは次に、教議第４９号「大分市情報学習センター条例施行規

則の一部改正について」を議題といたします。 

         事務局、説明をお願いします。 

社会教育課長   教議第４９号「大分市情報学習センター条例施行規則の一部改正につ

いて」ご説明申し上げます。 

         本案は、大分市情報学習センター条例施行規則に規定する設備等の使

用料について、設備等の新規設置及び廃止など、所要の改正をしようと

するものでございます。 

改正点としましては、同センターのスタジオにおいて、ビデオ等の映

像や音響などの編集を行うことができるよう、新たに DVD／VHSレコ

ーダー及びモニターテレビを設置するとともに、利用頻度が少なく老朽

化しているコンデンサーマイクロホン、カメラ、ドラムセット及びギタ

ー用アンプを廃止し、利用者の利便性を向上しようとするものでござい

ます。 

なお、本規則の施行期日は、平成２９年９月１日付けとなっておりま

す。 

以上でございます。 

教育長      ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは採決いたします。教議第４９号は原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

全委員      （異議なしとの声） 

教育長      ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

教育長      それでは次に、報告事項の説明をお願いします。 

教育総務課長        報告事項１点目「大分市教育ビジョン推進事業２０１７『大分市の教

育を考えるシンポジウム～つなぎ・つながる教育を目指して～』の開催

について」ご報告申し上げます。 

         平成２９年７月２８日に、「大分市教育ビジョン２０１７」の推進を

目的として、「大分市の教育を考えるシンポジウム」を開催し、４３

０名の方々にご参加をいただきました。 

第１部では「縦の接続～それぞれの夢や希望～」をテーマとし、中

学 1年生、高校 1年生、大学生、エスペランサ・コレジオ学生、おお
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いたナイトスクール受講生の皆さんから、これまでの自分や次世代へ

のメッセージ等についての発表を行っていただきました。 

続く第２部では、「子どもたちの学びを支える『横の連携』の在り

方について」をテーマとし、学校・家庭・地域・企業代表の方々によ

るパネルディスカッションを行いました。 

成果といたしましては、開会行事の小中高生によるこども小潮太鼓

の力強い演奏から、第１部の発表、第２部のパネルディスカッション

までを通じて、「縦の接続」と「横の連携」の視点による「つなぎ・

つながる教育」の展開の重要性を参加者と共有することができたと考

えております。 

なお、アンケート結果でございますが、第１部では「各世代の学び

や大分市の取組等がわかり、素晴らしいと思った。特に卒業レポート

の取組については、内容が深く、熱意のあるもので聞き入ってしまっ

た。しっかりした考えの子どもたちが、育っていることを実感した。」

等の意見、第２部では「それぞれの立場から、子どもの教育のために

連携していくための提案があり、力強く感じた。自分たちもその社会

の一員として、様々な立場から関わっていきたいと思う。」等の意見、

全体を通しては「縦の接続として各世代からの発表、横の連携として、

子どもの学びを支えるそれぞれの立場からのパネルディスカッション

と、内容の濃いシンポジウムになった。縦と横の視点からという構成

が、とてもわかりやすかった。」等の意見が寄せられたところでござ

います。 

今後とも、社会全体で本市の教育を推進する意識の醸成を図る中で、

教育ビジョンの基本理念である「豊かな心とたくましく生きる力をは

ぐくむ」の実現に向け、様々な施策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

教育長      ご質問などございませんか。 

委員       子どもたちの発表が、トップバッターの生徒をはじめとし、とても素

晴らしかったです。準備に携わった先生もいたのではないかと思います。   

こういった教育シンポジウムは、教育関係者だけでなく、様々な方々

に広がっていけばいいと思いました。 

委員       中学生の発表には感心させられました。大分市の将来に希望があるよ

うに感じました。          

教育長      その他、質問はございませんか。 
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全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

次長兼      報告事項２点目「大分市立竹中中学校における小規模特認校の試行的 

学校教育課長  実施の延長について」ご説明申し上げます。 

本市の小規模特認校につきましては、小学校では、平成１０年度に

神崎小学校と上戸次小学校に導入し、中学校では、竹中中学校におい

て平成２７年度から３年間試行的に実施しているところであり、今年

度が試行期間の最後の年度となっております。 

竹中中学校の生徒数の推移につきましては、小規模特認校試行前の

平成２６年度が２０名であったものが、２７年度１８名、２８年度１

７名と推移し、今年度は２５名となっております。 

このうち、小規模特認校制度を利用している生徒は、平成２７年度

は１名、２８年度は２名であったところ、今年度は１１名へと大幅に

増加したところであり、竹中中学校の小規模特認校制度について周知

が進んだものと考えております。 

このように、今年度は、全校生徒２５名のうち４割の生徒が小規模

特認校制度を利用している状況であること、また、今年度小規模特認

校を利用している１１名のうち６名は１年生であることを踏まえ、こ

れらの生徒が卒業するまでの状況を見守る中で、竹中中学校における

小規模特認校制度の成果や課題を整理する必要があると考えますこと

から、平成３０年度から３年間、小規模特認校の試行期間を延長しよ

うとするものでございます。 

以上でございます。 

教育長      今年度、急激に生徒数が増加している背景には、周知が進んだことは

さることながら、竹中中学校の取組が理解されているということもあり

ます。 

教育長      ご質問などございませんか。 

委員       今、教育実習は行われているのでしょうか。 

次長兼      小学校で教育実習の受け入れを行っております。 

学校教育課長 

教育長      他に質問はございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

学校施設課長   報告事項３点目「新電力の導入について」ご説明申し上げます。 
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本件は、学校施設の電気料金の削減を目的に、１２月１日より小学校

４４校の電力調達先を九州電力から、新電力会社へ切り替えるものでご

ざいます。７月に実施いたしました電力調達に関する一般競争入札の結

果、平成２９年３月より導入中の中学校２１校と同じ、新電力会社の

「ワタミファーム アンド エナジー株式会社」が落札いたしました。    

電気料金につきましては、年間１億３，５００万円ほどを見込んでお

りましたが、入札の結果、およそ４，３７０万円、率にして３２％の削

減効果が得られる見込みでございます。 

                           以上でございます。 

教育長      ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長       それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

文化財課長     報告事項４点目「『第１回ＦＵＮＡＩジュニア検定』の結果について」

ご説明申し上げます。 

検定は、７月２９日、大分市教育センター及び稙田市民行政センタ

ーにおいて行いました。受検者数は小学２年生から中学３年生までの

１４３名で、市外からの受検もありました。結果は、グラフにありま

すとおり、最高点９８点、平均点７４.２点、９０点以上の合格者は２

０名でございました。 

合格者には合格証書と記念品を授与し、特に成績が優秀であった人

には「教育長賞」と「優秀賞」を授与いたしました。また、８０点以

上の人に努力賞を、成績が優秀もしくは受検者の多かった小中学校に

は「特別賞」を授与いたしました。なお、合格者の表彰式につきまし

ては、８月２２日に市役所において実施いたしております。  

検定では、想定を上回る１４３名という多くの児童生徒に受検して

いただきました。また、事前の勉強に頑張った人が多く、問題の難易

度を高めに設定していたにもかかわらず、多くの合格者が出たことは

大変喜ばしいことであります。受検者へのアンケートでも、大分の歴

史や文化に興味を持ったり、大分のことをもっと知りたいと思った人

が多く、「郷土に対する理解と愛着を深めてもらう」という検定の目

的を十分に達成できたのではないかと考えております。 

今後は、合格者のうち希望者を「ＦＵＮＡＩジュニアガイド」の１

期生として育て、来年度の国民文化祭などで活躍してもらう予定です。 

なお、委員の皆様には、検定の問題と、受検者に贈った記念品の

「大友宗麟公のバッジ」をお配りしております。ぜひバッジをつけて
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いただいて、大友氏のＰＲをしていただけたらと思います。 

以上でございます。 

教育長      ご質問などございませんか。 

委員       第２回目は、いつ頃行いますか。 

文化財課長    大変好評でしたので、来年も同じ時期に開催したいと考えております。

来年度は、副読本以外からの出題も検討しております。 

委員       受検者は、事前に申し込めば、副読本を送ってもらえるのでしょうか。 

文化財課長    今回、市内の小学６年生と中学１年生に配付をしました。市外の受検

者やその他の希望者に対しては、有料で発送いたしました。 

委員       検定の問題は公開されていますか。 

文化財課長    まだ公開されておりません。 

教育長      受検者は、問題を持ち帰っていますか。 

文化財課長    自己採点ができるよう、当日持ち帰っていただいております。 

教育長      その他ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

文化財課長    報告事項５点目「大分市海部古墳資料館の指定管理予定者の選定につ

いて」ご報告申し上げます。 

平成１８年度から指定管理者制度を導入いたしております大分市海

部古墳資料館でございますが、平成２７年度から平成２９年度の３年

間、坂ノ市地区社会教育関係団体連絡協議会を指定管理者として運営

してまいりましたが、平成３０年３月をもって契約期間が満了になり

ますことから、平成３０年４月からの指定管理予定者を選定するため、

本年度、選定等委員会を開催いたします。 

選定等委員会は、１０月６日に予定しております。 

なお、選定等委員会委員名簿案並びに今後のスケジュール案につき

ましては、お手元の資料のとおりでございます。 

以上でございます。 

教育長      ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

次長兼      報告事項６点目「旧荷揚町小学校校舎＆黒板アート見学会について」 

学校施設課長  ご報告申し上げます。 

         この見学会は、旧荷揚町小学校の解体に先立ち、先般８月１３日日曜

日から８月１５日火曜日までの三日間で開催をいたしました。１，０３
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７名の方々にご来場いただき、来場者の方からは、「親子三代で来まし

た。」「懐かしかった。」「いい思い出を作っていただきありがとうご

ざいます。」「黒板アートの実物を初めて見ました。素晴らしかったで

す。」等の声が寄せられたところでございます。 

         以上でございます。           

教育長      ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

次長兼      報告事項７点目「大在東部地区への学校施設の早期建設を求める要望

学校施設課長  書について」ご報告申し上げます。 

         昨日、大在地区区長会及び隣接します小佐井小学校区の王ノ瀬区長よ

り、大在地区東部横塚に大分市教育委員会が所有しております土地に新

たな学校施設の建設を求める要望書が市長と教育長に提出されました。

内容は、お手元にお配りしております要望書をご覧ください。なお、要

望書には１２，１２８名分の地元の方々の署名が添えられて提出された

ということでございます。 

         以上でございます。 

教育長      昨日、市長とこの要望書を受け取りました。大在東部地区に学校施設、

特に小学校を建設してほしいという要望でした。大在小学校、大在西小

学校共に、児童数が１，０００人を超えることが見込まれているからと

いうことでございました。署名を集める過程で、中学校も併せて、施設

一体型の小中一貫校を希望するという声もあがっているということでご

ざいます。 

         市長と事前協議のうえ、今後の児童生徒数、校区の再編を含めて検討

していくと、市長が口頭で回答をしております。 

教育長      ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

次長兼      報告事項８点目「平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果につい

学校教育課長  て」ご報告申し上げます。  

         今年度の全国学力・学習状況調査の結果でございますが、小学校につ

きましては、全教科において全国平均を上回っておりました。中学校に

つきましては、発表値では国語Ａは全国平均を上回りましたが、国語Ｂ、

数学Ａ、数学Ｂは下回りました。都道府県及び市町村においては、小数

点以下を四捨五入することとなったため、国語Ｂは発表値では下回って
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いるように見えますが、実際は全国平均と同等でございます。 

課題といたしましては、数学ＡとＢが全国平均を下回っている状況で

ございます。この点につきましては、一昨年度、市長からご指摘をいた

だいており、退職された教員を教科指導員として市内各中学校に派遣し、

実際の授業場面を通して教科指導にかかる指導助言を行う、教科指導マ

イスター制度により、授業力の向上を図っているところでございます。 

今年度の中学２年生は、中学１年の時に数学のＡ問題にあたる「基礎」

が５１．７、Ｂ問題にあたる「活用」が５０．３でした。今年度は「基

礎」は５０．３で、昨年より数値が下がっておりますが、「活用」は５

０．７で、昨年より数値がやや上がっております。中学２年生につきま

しては、一年間指導した結果、学力が向上してきていると言えます。一

方、今年度の中学３年生は、中学２年の時に、数学の「基礎」が５０．

０で全国平均と同等、「活用」が５０．１でしたが、今年度は「基礎」

「活用」とも全国平均を超えることはできませんでした。 

教科指導マイスター制度を活用する中で、生徒からは「授業が分かり

やすくなった」という声も聞かれており、今後とも教科指導マイスター

制度を活用しながら引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

以上でございます。 

教育長      ご質問などございませんか。 

委員       少人数で授業を行う時は、出席番号順などで分けられているのでしょ

うか。 

次長兼      少人数で授業を行う際の分け方は、習熟度別が増えてきています。教 

学校教育課長  員が分けることをせずに、子どもに選ばせています。子どもたちは、自

分の力を見ながらクラスを選んでいます。作業的な活動が多い場合など、

単元によっては、習熟度別ではなく、均等に編成することもあります。 

委員       班で分かれて学習を行う時に、わかっている子がいるとその子から教

えてもらうことができます。子どもの方がわからないポイントがわかる

ため、わかるように上手に教えられるということもあります。ですから、

わかっている子とわからない子が混じっている方がいいと思います。授

業参観などでは、わかっている子が手持無沙汰になっていることもあり

ますので、わかっている子も積極的に関わることができるような人数構

成や分け方が工夫されるとよいと思います。 

教育長      習熟度別と言っても、それが年間固定されることはありません。単元

によって習熟度の差がつきやすい場合については、習熟度による編成を
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することもありますし、一斉授業を行うこともあります。ご指摘のよう

に互いに教え合う活動は、大切な活動であると思います。 

委員       県は県で分析を行い、それを受けて、市も分析を行うのでしょうか。 

次長兼      大分市の分析は、大分市で行います。各教科ごとにどのような指導が

学校教育課長  必要か、手引きを作成し、学校に具体的に指導を行っております。 

教育長      各学校においても分析を行い、その対応を考え、公表するようにして

おります。大分市の傾向として、国語での記述問題に対する無回答が多

く、書く力に課題があることから、卒業レポートプロジェクトに取り組

んでおります。 

教育長      他にご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      予定されていた報告事項は以上ですが、他に何かございませんか。 

美術振興課長   （お知らせ）特別展「奇才・ダリ展 」について            

教育長      ご質問などございませんか。 

全委員      （なしとの声） 

教育長      他に何かございませんか。 

教育総務課長   次回の教育委員会及び１０月の教育委員会の日程等につきまして調整

をお願いいたします。 

９月は、９月２７日水曜日午後２時から校長との教育懇談会を、引

き続き午後３時４５分から定例教育委員会を開催いたしますのでよろ

しくお願いいたします。 

          １０月は、１０月２５日水曜日午後３時から定例教育委員会を開催い

たしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

                  なお、本日の会議終了後は、連絡事項等がございますので、お時間を

いただきたくお願い申し上げます。 

         以上でございます。 

全委員     （了承） 

教育長      他に何かありませんか。 

全委員     （なしとの声） 

教育長      これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

                             （午後４時５５分 閉会） 

 

 

 

 


